
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被告Ａ化学工業株式会社に関する部分を破棄する。

　　　　　被告会社を罰金二千円に処する。

　　　　　本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告会社を免訴する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　職権を以て調査すると、本件公訴事実中物価統制令三条四条三三条四〇条にあた

る事実は、昭和二七年政令一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二

条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を

破棄しこの事実について被告会社を免訴する。（弁護人斎藤実、同青木一男の上告

趣意―斎藤弁護人の上告受理申立書記載事項を含む―はいずれも物価統制令違反事

実に関するものであるから判断を与えない。）

　なお右免訴にかゝらないその余の犯罪事実に関して記録を精査しても刑訴四一一

条に該当する事由はない。

　よつて、原判決摘示の犯罪事実中前記免訴にかゝらないその余の事実は昭和二五

年五月一日法律一二七号肥料取締法附則四項、明治四一年法律五一号肥料取締法九

条四号、一四条、明治三三年三月一三日法律五二号一条、改正前の刑法五五条、（

罰金等臨時措置法の適用については刑法六条、一〇条により軽い旧法による）にあ

たるのでその法定罰金額の範囲内で被告会社を罰金二千円に処することとし、全裁

判官一致の意見で主文のとおり判決する。
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